
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 対象者 品目 補助金額

 

個人

 
エアコン 

上限額 10,000 円 

（購入経費（税込）に 10 分の 1 を乗じた額以内）
  

冷蔵庫 

  
LED 照明 上限額 30,000 円 

（購入経費（税込）に 10 分の 3 を乗じた額以内）

 

事業者

 
エアコン 上限額 30,000 円 

（購入経費（税込）に 10 分の 1 を乗じた額以内）

  

LED 照明 
上限額 50,000 円 

（購入経費（税込）に 10 分の 3 を乗じた額以内）

令和６年４月１日から　　「地球温暖化防止対策・省エネルギー社会の実現」

町では、2050 年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロに向けて、町民及び事業者から排出される二酸化炭

素を削減するため、エネルギー消費性能の優れた家電製品を購入及び LED 照明への改修をする人・事業者に対

し、補助金を交付することにより脱炭素に向けた取組を推進します。 

家庭からの CO2 排出量は、函南町全体の 30％を占めており、省エネ性能に優れた家電製品を選ぶことは、毎

月の電気代の負担が減るだけでなく、CO2 排出量を削減することで、地球温暖化の防止にもつながります。

省エネルギー基準達成率の確認方法

【確認方法】

函南町　省エネ家電購入費を補助

【受付開始】 

令和６年４月１日（月）～ 

【対象者】 

　　・函南町内に居住するための住宅がある人 

　　・函南町内に事業所がある法人・個人事業主、または町内に共同住宅がある人 

 

【対象品目】

省エネルギー基準達成率が 100％

以上の製品には、「緑色の省エネ性

マーク」が表示されています。

　　　　　※　エアコン・冷蔵庫…既存の家電製品の処分費を除く 

　　　　　※　LED 照明…住宅の新築の際の購入に要する費用及び既存の家電製品処分費を除く



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１交付申請の提出

【個人】 

①申請書、②見積書（経費の内訳が記載されている書類の写し） 

③省エネルギー基準達成率 100％以上であることがわかる書類の写し、 

④省エネ家電製品の形状、規格、構造等が確認できるカタログ又は仕様書等の写し、⑤誓約書

審査 申請内容について、町から確認の連絡をする場合があります

町から通知書を発送します

①実績報告書、②省エネ家電の購入に係る領収書及び請求書の写し 

③製造事業者が発行する保証書の写し

【事業者】 

〈法人登記をしている場合〉 

・登記簿謄本、省エネ家電を設備する事業所及び管理する施設の営業実態が確認できる書類の写し 

〈法人登記をしていない事業者〉 

・代表者の住民票の写し、省エネ家電を設備する事業所及び管理する施設の営業実態が確認できる

書類の写し

【個人】の①～⑤の書類　プラス

補助金交付までの流れ

注意事項

・省エネルギー基準達成率が 100％以上であること。 

・既存の家電製品の処分費は対象外となります。 

・住宅の新築に併せて LED 照明を購入する場合は、対象外となります。 

・省エネ家電の設置や工事費などの省エネ家電を使用するために必要な費用は対象となります。 

・同一年度内において、エアコン、冷蔵庫、LED 照明いずれか１回のみ申請することができます。 

・他の補助金等との併用は不可となります。

問合先

函南町役場　厚生部　環境衛生課 

電話：055-979-8112　〒419-0192　函南町平井 717-13

２

３ 交付決定

省エネ家電の購入４

実績報告の提出５

交付確定６

１

町から通知書を発送します

７ 請求書の提出・支払い

①請求書

「省エネ家電購入費補助金」ホームページ 

申請書のダウンロードはこちらから


